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勾配屋根
とする

道路

建築物の高さは各地区で
定める基準以下とする

駐車場をつくる場合は、槇垣等により緑豊か
なまちなみの連続性に配慮する

自家用以外の看板等は設けない
自家用看板等の表示面積は、各
地区で定める基準以下とし、ま
ちなみとの調和に配慮する

生垣の位置は周辺
とそろえる

屋根は和風の趣のある
色彩及び素材とする

軒・庇を
設ける

敷地全体を緑豊かな落ち着きを
感じる外観とする

門等は周辺のまち
なみと調和するよ
う配慮する

室外機等は、
落ち着いた色
彩とする

室外機等は、目立た
ない位置に設置する

屋外照明は、赤、青等の原色を避け、過剰
な輝きを抑え、暖かみのある柔らかな光等
の自然光に近い光源を使用する

植栽・伐採は、周
辺のまちなみへの
影響に配慮する

駐車場の看板等は、歴史的ま
ちなみとの調和に配慮する

敷地境界の塀等は
和風の趣のある形
態・意匠とする

駐車場



対象 色相 明度 彩度

外壁基調色

10R～ 5Y
8 以上の場合 2以下
8未満の場合 6以下

5.1Y ～ 10Y
8 以上の場合 1以下
8未満の場合 2以下

その他 1－ 以下

屋根色
10R～ 5Y 6 以下 4以下
その他 6以下 2以下
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R（赤）系の色相（10R除く）

YR（黄赤）系、10R～5Y（黄）系の色相

5.1Y～10Y（黄）系の色相

GY（黄緑）系の色相

G（緑）系の色相

BG（青緑）系の色相

B（青）系の色相

PB（青紫）系の色相

P（紫）系の色相

RP（赤紫）系の色相凡例

建築物等屋根色として
使用可能な色彩の範囲

建築物等外壁基調色として
使用可能な色彩の範囲

外壁基調色の色彩制限 

屋根色の色彩制限 



150

松阪市歴史的まちなみ等修景整備事業補助金
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90

別途、助成制度の利用
については裏面受付窓
口までご相談ください。



松阪市　建設部　都市計画課

景観係　（松阪市役所　第一分館） 

〒515-8515　松阪市殿町1340番地1
0598-53-4166

http://www.city.matsusaka.mie.jp/site/toshikeikaku/keikan-todokede.html

住　所

電　話 0598-26-9118ＦＡＸ

tos.d iv@city .matsusaka.mie . jpE-mail

様式等のダウンロード

発行／届出の受付窓口


